
１／２令和 ６年 ９月２５日 指令産廃第１０－２２号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

許 可番 号

　

０ １ １５０ ００ ３ １ ７４

　　　

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

住

　

所

　

岩手県一関市千厩町奥玉字天ケ森７５番地６

氏

　

名

　

ニッコー・ファイ ンメック株式会社

　　　　

代表取締役 小野寺

　

真澄

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条の４第１項の許可を受けた者であることを証する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－

　

．」≧－

　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼 玉 県知 事

　

大野

　

元格 ，－

　　

許 可 の 年 月

　

日

　　　

令和

　

６年 ９月 ２ ５ 日

　　　　　　　　　　

；

　　　　　

．－

　　

許可の有効年月 日

　　　　

令和１１年

　

９月 ２４日

１． 事業の範囲

　

（１） 事業の区分：収集運搬 （積替え保管を除く。）

　

（２） 取り扱える特別管理産業廃棄物の種類

　　　　

廃油 （揮発油類、 灯油類及び軽油類に限る。）

　　　　

廃酸 （ＰＨ２．０以下のものに限る。）

　　　　

廃アルカリ （ＰＨ１２．５以上のものに限る。）

　　　　

感染性産業廃棄物

　　　　

ばいじん （※）

　　　　

廃油 （※）

　　　　

汚泥 （※）

　　　　

廃酸 （※）

　　　　

廃アルカリ （※）

　　　　

以上９種類

※

　

（※） の品目については、 特定有害産業廃棄物に限り、 含まれる有害物質については裏面のとおり

　

とし、 当該廃棄物を処分するために処理したものを含む。

２． 積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保管を行う
特別管理産業廃棄物の種類、 積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ

　

該当なし

３． 許可の条件

　

特になし

４． 許可の更新又は変更の状況

　　　

許可（届出）年月日 指

　

令

　

番

　

号

　　　　　　　　　　　

変

　

更

　

内

　

容

　　　

令和 ６年 ９月２５日

　　　

指令産廃第１０－２２号

　　　　　　　　　　　

新規許可

　　　　　　　　　　　　　　　

以 下余 白

５． 積替え許可の有無

　　　

無
※

　

県内の政令市における許可の有無を記載

６． 規則第１０条の１２第２項の規定による許可証の提出の有無

　　　　

有

許可（届出）年月日 指

　

令

　

番

　

号 変

　

更

　

内

　

容

令和 ６年 ９月２５日 指令産廃第１０－２２号 新規許可
以下余白



令和 ６年 ９月２５日 指令産廃第１０－２２号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

許 可番 号

　

０１ １ ５ ００ ０ ３１ ７４

特定有害産業廃棄物の種類
特定有害産業廃棄物で下表の有害物質を含むもの。 （表中の 「○」 は取り扱うことができるもの、 「・」 は
積替え保管できるもの、 「－」 は扱うことができないものを示す。）

有害物質

　　　　　　　　　　　　

指定下水

　

鉱さい

　

ばいじん

　

燃え殻 廃

　

油

　

汚

　

泥

　

廃

　

酸

　

廃ァルカリ

　　　　　　　　　　　　　　

汚泥

水銀又はその化合物

　　　　　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

一

　　　　　　　　　　　　　　

〇

　　　　

〇

　　　　

〇

カ ドミウム又はその化合物

　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

○

　　　　

－

　　　　　　　　　

０

　　　　

０

　　　　

０

鉛又はその化合物

　　　　　　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　　　　　

０

　　　　

○

　　　　

○

有機燐化合物
六価クロム化 合物

　　　　　　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　　　　　

○

　　　　

○

　　　　

○

枇素又はその化合物

　　　　　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　　　　　

○

　　　　

○

　　　　

○

シ アン化合物

　　　　　　　　　　　　

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇

　　　　

〇

　　　　

〇

ポリ塩化ビフェニル
ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

　　　　

○トリクロロエチ レン

テ トラクロロエチ レン

ジクロロメ タ ン －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０

　　　　

０

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇

　　　　

〇

２‐ジク ロロエタ ン

１‐ジクロロエチ レン 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

　　　　

○シスー１，２－ジクロロエ チ レン

１，１，１‐トリクロロエタ ン

１，１，２－トリクロロエタ ン

１，３‐ジクロロ プロペ ン

チウラム
シマジン
チオベンカルブ
バミンゼ、ン

セレン又はその化合物
１，４－ジオキサン
心

　

オキシン

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

　　　　

○

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〇

　　　　

〇 　
〇


